
関係府省庁からの令和３年度の取組資料

令和３年７月２日（金）
第２回 熱中症対策推進会議 資料６



消防庁



   令和３年７月２日  

消防庁における熱中症対策 
 

１．熱中症による救急搬送人員の調査と公表 

(1) 調査の概要 

全国の消防本部を調査対象とし、５月１日※を含む週の月曜日から９月 30 日を含む

日曜日までの救急搬送人員調査を実施。  

※ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症をめぐる現状等に鑑み調査の開始時期を延期し

６月から調査を実施したが、令和３年度は例年どおりに調査を実施中。 

(2) 調査結果の公表 

調査結果は、週毎に速報値を「週報」として消防庁 HPに公開するとともに、月毎に

確定値を｢月報｣として報道発表。その後、各月の状況を集計した資料も報道発表。 

(3) データ提供  

    データは消防庁 HPにおいて、Excel形式で提供。 

※ 令和２年度の調査結果（令和２年 10月 27日公表） 

救急搬送人員 ６～９月の合計 64,869人（うち死亡者数 112人） 

［参考］令和元年度同時期の合計  66,869人（うち死亡者数 118人） 
 

２．特設ホームページ「熱中症情報」等による予防のための普及啓発 

(1) 熱中症による救急搬送人員（週報・月報）の内容を情報発信 

(2) 予防啓発コンテンツ             

①予防啓発ポスター 

熱中症による緊急時には、ためらわずに救急車利用を呼びかける 

ポスターを作成・配布 

※ 令和３年度は、映画会社の協力を得て、予防啓発ポスターを作成し、

全国の消防本部等へ配布（６月）。 

②予防啓発ビデオ 

     熱中症予防のポイント等を説明した動画を作成(５分、15秒) 

※ 令和３年度は、消防庁キャラクター「消太」を活用した新たな予防啓発

動画を作成し、近く公開予定。 

③予防啓発イラスト 

「消太」を活用して熱中症予防を呼びかけるイラストを作成（30種類） 

④予防広報メッセージ 

移動車両等での広報に用いるメッセージを作成(20例) 

※日本語を含めて４言語作成（日、英、中、韓） 

⑤熱中症対策リーフレット 

熱中症の予防法や対処法のポイントを記載 

⑥熱中症予防啓発取組事例集 

     各消防本部における取組事例を紹介 

※ 令和３年度は、令和元年度にとりまとめた取組事例集について内容の

更新を行い、近く公表予定。 

⑦ツイッターによる注意喚起（フォロワー数：約 98万） 

 (3) 都道府県を通じ、全国の消防本部に対して、積極的に熱中症の予防啓発を実施する

よう求める事務連絡等を発出。 

  

 

予防啓発ポスター   

予防啓発ビデオ 

  

予防啓発イラスト 

消防庁ツイッター 
  



 

３．訪日外国人に対する普及・啓発 

(1) 訪日外国人のための救急車利用ガイド 

急な病気やけがをしたときに、必要な情報を掲載(※令和３年３月に９言語を追加し、現在

以下の 16言語に対応) 

（英語、中国語（繁・簡）、韓国語、タイ語、フランス語、イタリア語、ベトナム語、

タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、ビルマ語、

クメール語、モンゴル語） 

(2) 予防広報メッセージの作成（日本語を含めて４言語）（再掲） 

(3) 外国人のための熱中症予防普及啓発用リーフレット（Summer in Japan）の作成 

（※英語のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他の情報発信 

防災行政無線の戸別受信機をはじめとする情報伝達手段を活用した情報提供について、

災害情報伝達手段に関するアドバイザー派遣や各種会議等を通じて地方公共団体へ周知。 

      ※令和３年度は、災害時の熱中症予防に関するリーフレットについて、関係府省庁と 

連携した事務連絡を通じて地方公共団体へ周知（６月）。 

 

 

訪日外国人のための 

救急車利用ガイド 

外国人のための 

熱中症予防普及啓発用 

リーフレット 



文部科学省
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文部科学省における熱中症の対策について  

 

【令和３年度】  

１.熱中症事故防止に向けた関係機関への通知等 

○4 月 30 日 男女共同参画共生社会学習・安全課長、教育課程課長通知 

「熱中症事故の防止について（依頼）」を発出 

⇒ 学校管理下における熱中症事故は前年より減少しているところ、近年の熱中
症の増加や今後の気候変動等の影響を考慮し、例年より１か月早く通知を発
出。 
 都道府県・政令指定都市教育委員会等に対して、各学校における適切な水分・
塩分の補給や、症状が見られた場合の体温の冷却、病院への搬送等の適切な措
置等を要請。 

○ 5 月 14 日 スポーツ庁健康スポーツ課長通知 
「熱中症事故の防止について（依頼）」発出  
⇒スポーツ活動中の熱中症事故の防止について、都道府県・政令指定都市スポ

ーツ主管課を通じて関係団体に注意喚起 
※更に、定期的にスポーツ庁の SNS 等で注意喚起を予定 
 
○6 月 9 日 男女共同参画共生社会学習・安全課長、教育課程課長通知 
「「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の活用について（依
頼）」発出 

⇒教育委員会等の学校設置者等が作成する熱中症対策に係る学校向けのガイド

ラインの作成・改訂に資するよう、環境省と文部科学省が共同で「学校にお
ける熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を作成  

 
２.独立行政法人日本スポーツ振興センターの取組 

○ 6 月 11 日 
教材カード作成、Web 掲載 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター「学校安全 Web」教材カード掲載アドレス

（https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/card/tabid/519/Default.aspx） 

 
○ 7 月中旬 
教材カード作成、Web 掲載予定 

令和３年７月 2 日  熱中症対策推進会議資料  

    

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/card/tabid/519/Default.aspx
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３.各種会議等での注意喚起など 

○ 5 月 31 日 
学校安全担当者連絡協議会において、熱中症を注意喚起 

 
○ 6 月 3 日 

 日本中学校体育連盟評議員会において熱中症対策を注意喚起  
 
○ 6 月 6 日 
 日本中学校体育連盟評議員会において熱中症対策を注意喚起  

 
 
○ 8 月 12 日（予定） 

 全国高等学校体育連盟加盟団体長会において熱中症対策を注意喚起  
 

 
○ 9 月末(予定) 

 都道府県・指定都市スポーツ主管課長会議において、配付する資料に通知  
文を掲載し、注意喚起 

 
○通年 
 （独）教職員支援機構で実施している中央研修受講者に配付する資料に通知
文を掲載し、注意喚起 
 



厚生労働省
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令和３年７月２日 

厚 生 労 働 省 

 

厚生労働省における熱中症に関する令和３年度の取組について 

 

１．普及啓発・注意喚起 

○各地方自治体・各都道府県労働局等に、熱中症予防の普及啓発・注意喚起を依頼（６

月 30日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リーフレットは日本語のほかに１４カ国語をＨＰで周知。 

（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、 

タガログ語、ドイツ語、ネパール語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ネパール語＞ ＜イタリア語＞ 
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○環境省と連携し、「熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！」

を作成し、各地方自治体へ周知（６月 25日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害の特性※に応じた、障害者向け熱中症リーフレットをＨＰで周知。 

※夏場の外出に慣れていない方、視覚障害をお持ちの方、手足・体幹の障害をお持ちの方、 

知的・発達障害をお持ちの方、介助者や周囲の方へのお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○熱中症診療ガイドラインをＨＰで周知。 

 

○熱中症予防について、Twitter及び facebookによる情報を発信。 
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２．「健康のため水を飲もう」推進運動の支援 

○ 「健康のため水を飲もう」推進委員会＊作成のポスターの掲示・配布について、協

賛団体、文部科学省及び大臣認可水道事業者等へ協力を依頼（５月 24日付）。 

 

＊ 「健康のため水を飲もう」推進委員会とは、2007 年

に発足した民間の組織で、「こまめに水を飲む習慣の

定着」等の活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．熱中症発生状況等に係る情報の提供 

○ 人口動態統計に基づく熱中症による死亡者数を集計し公表。 

 

○ 直近 10年間の職場における熱中症による死傷災害発生状況を取りまとめ公表。 



職場における熱中症予防対策（厚生労働省）

• 熱中症予防は、労働災害防止計画の柱

• WBGT値の実測の促進

• 屋内作業などで、熱中症を軽視しない

• 衣服の通気性に着目

• 「新しい生活様式」を踏まえた対応

令和３年の熱中症予防対策

・「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」
（5月1日～9月30日）における、
・重点的な取り組みの推進
・都道府県労働局、各労働基準監督署における事業者向けリーフレットの配布

・職場における熱中症予防に関するポータルサイトの整備



STOP！熱中症 クールワークキャンペーン



STOP！熱中症 クールワークキャンペーン
（英語版）



ポータルサイト

職場における熱中症予防対策をまとめたポータルサイトの整備を行い、熱中症予防対
策の啓発を図っています。
また、場所を問わずアクセスして学べるeラーニングコンテンツを拡充していく予定です。
ポータルサイトURL：https://neccyusho.mhlw.go.jp/

熱中症予防啓発キャラクター

チューイ カン吉

QRコードはこちら
です



農林水産省
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１ 行政ルートなどを通じた注意喚起

農林水産省では、農作業中の熱中症事故防止に向けて、春の農繁期や７～８月の「熱中症予防強化キャン
ペーン期間」を中心に、注意喚起や予防法の周知を積極的に実施。

気温が上昇する時期など、熱中症リスクの高い時期に、都道府県、関係団体を通じて注意喚起や予防法を周知。

発出日 文書名等 内容

4月26日
農作業中の熱中症対策について
（生産局技術普及課生産資材対
策室長）

・ 農作業中の熱中症による死亡事故の実態
について
・ 熱中症の予防方法について
・ 「熱中症警戒アラート」の運用開始について

5月20日
MAFFアプリにおける「熱中症警戒ア
ラート」の通知機能の追加について

・ MAFFアプリにおける「熱中症警戒アラート」
の通知
機能の紹介

6月11日
高温等に伴う農作物等の被害防止
に向けた技術指導の徹底について
（生産局農業環境対策課長等）

・ 農作業中の熱中症対策について
・ 「熱中症警戒アラート」の周知

６月22日
農作業中の熱中症対策の更なる徹
底について（生産局技術普及課生
産資材対策室長）

・ 最も熱中症リスクの高い時期に備え、更な
る注意喚起

９月頃
（予定）台風通過後の高温に伴う
技術指導

・ 台風通過後の高温に伴う熱中症対策等

▶令和３年度通知発出の実績と予定 【都道府県、関係団体宛てに発出した通知の例】

本年は田植え作業が本格化し、気温上昇が予想されたGW前や熱中

症リスクの高い７～８月に向けて、６月22日にも熱中症に関する注意喚

起として通知を発出。
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２ SNS等のコンテンツを利用した農家への直接の注意喚起

発出日 名称 対象者 内容

5月14日
Twitter（農林水産省公式アカウント）

消費者、事業者、農業者 等 ・ 高温の注意喚起及び熱中症予防の周知

5月19日
MAFFアプリ（「熱中症警戒アラート」の自動通知が開
始！）

アプリ登録者（農業者等）
・ MAFFアプリにおける「熱中症警戒アラート」の通知
機能の紹介

6月８日
Twitter（農林水産省公式アカウント）

消費者、事業者、農業者 等 ・ 高温の注意喚起及び熱中症予防の周知

農林水産省が運営する「MAFFアプリ」をはじめ、農林水産省公式アカウントのTwitter等のコンテンツを活用し、農家に対して直
接、熱中症の注意喚起情報等を提供。７月以降も引き続き熱中症予防に関する情報を発信していく予定。

▶令和３年度投稿記事の実績

【Twitterによる注意喚起の例】

高温の日が続く予報が発出された際、随時、熱中症予防に関する注意喚起の情報発信を実施。
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３ MAFFアプリにおける「熱中症警戒アラート」の発信

○ 農作業中の熱中症による死亡事故は、平成30年は調査開始以降最も多い43人、令和元年も前年に次ぐ29人と近年急増しており、
農業者の方に警戒を促す手法の開発が課題であった。

○ このため、農業者と農林水産省をつなぐコミュニケーションツール「MAFFアプリ」」に「熱中症警戒アラート」をプッシュ通知する機能を５月
２０日（木）に実装し、運用を開始した。

○ MAFFアプリに登録された方の地域に「熱中症警戒アラート」が発出された場合、当日の朝７頃に自動でMAFFアプリにアラートが通知
される。

・ロック画面のプッシュ通知

MAFFアプリにおける「熱中症警戒アラート」発出時の通知イメージ

・MAFFアプリホーム画面の通知 の熱中症警戒アラートをタッチし
た場合は、気象庁の各地方気象台詳
細ページが表示され、各地の暑さ指
数や注意情報を確認できる。



経済産業省



0

経済産業省における熱中症対策の取組について

 エアコンの設置・修理は例年一定の時期（6-8月）に集中。原因は、エアコンの買い換え理由の1位が故障（7
割）であること（「暑くなって、動かしてみたら調子が悪い」）。その結果、例年、設置・修理の待ち時間が発生。

 加えて、コロナによる在宅勤務の急増による夏場のエアコン需要の増加や外出自粛によって、エアコンの設置・修
理が例年よりも一定時期に集中する可能性が高く、熱中症のリスクが懸念されていた。

 熱中症対策の観点から、エアコンの早期点検を4-6月に前倒しして実施するよう呼びかける広報を実施。
 具体的には、経産省のSNS（Twitter、インスタ）を活用した広報を実施するとともに、エアコン関連の業界団体、

企業に、早期点検についての積極的な広報活動を依頼。
 環境省と共に広報ポスターを作成し、家電量販店、町の電気屋さん等において掲示。自治体等へも配布。
 環境省・厚労省と協力し、高齢者向けの熱中症対策のリーフレットにおいて、エアコン活用の呼びかけを実施。
 また、エアコン関係の業界団体は、啓発チラシの作成や、エアコンメーカー各社の早期点検ウェブサイトの紹介をHPに

おいて実施。

＜業界団体のチラシ＞＜経産省・環境省のポスター＞



国土交通省



国交省におけるヒートアイランド対策に関する施策について

○ 「ヒートアイランド対策大綱」（平成25年5月 ヒートアイランド対策推進会議（国交省、環境省、他５省庁）決
定）に基づき、国土交通省として各種ヒートアイランド対策に関する施策を実施。

○ 具体的には、「人工排熱の低減」、「地表面被覆の改善」、「都市形態の改善」、「ライフスタイルの改善」、「人
の健康への影響等を軽減する適応策の推進」、「観測・監視体制の強化及び調査研究」を実施。

ヒートアイランド対策大綱に含まれる施策（国交省関連）

○ 省エネルギー性能の優れた住宅・
建築物の普及促進

○ 低公害車の普及促進

○ 交通流対策及び物流の効率化の推
進並びに公共交通機関の利用促進

○ 未利用エネルギー等の利用促進

○ 民間建築物等の敷地における緑
化等の推進

○ 官庁施設等の緑化等の推進

○ 公共空間の緑化等の推進

○ 水の活用による対策の推進

○ 水と緑のネットワーク形成の推進

○ 環境負荷の小さな都市の構築に
向けた都市計画制度の活用の推進

○ ライフスタイルの改善に向けた取組
の推進

○ 自動車の効率的利用

○ 緑のカーテンに関する情報提供 ○ 観測・監視と実態把握

○ 計画的な施策展開のための調査
研究

1

≪人工排熱の低減≫ ≪地表面被覆の改善≫ ≪都市形態の改善≫

≪ライフスタイルの改善≫ ≪人の健康への影響等を軽減する
適応策の推進≫

≪観測・監視体制の強化
及び調査研究≫



2

緑化や水の活用による地表面被覆の改善、都市形態の改善

②雨水利用施設の設置

雨水利用施設に貯留された雨水を散水等に利用することにより夏季の暑さ対策
への寄与。

「雨水の利用の推進に関する法律(H26.5施行)」に基づく、「雨水の利用の推進に関する
基本方針(H27.3決定)」を受け、雨水利用施設の設置等を進め、水資源の有効利用を図る。

○ 緑地・水面の減少、建築物や舗装などによって地表面が覆われることによる蒸発散作用の減少や地表面の高温化を防ぐため、
地表面被覆の改善を図る。

○ 都市において緑地の保全を図りつつ、緑地や水面からの風の通り道を確保する等の観点から、緑の拠点の形成、事業間連携
などにより、広域的視点に基づく水と緑のネットワークの形成を推進。

集水

散水

雨水利用施設を活用した雨水利用の例 基本方針・計画の体系

集水

①民有地・民間建築物・公共空間等の緑化

民間建築物等の敷地内緑化

道路の緑化立体都市公園の整備

※ 屋上緑化施工実績 約 537haの増加 (R１←H12)
河川と公園との
一体的な再整備

都市に残された
緑地の保全

緑の基本計画に基づく
水と緑のネットワーク形成の取組

③都市における水と緑のネットワーク形成

雨水利用の推進
○ 国自らが率先して
雨水の利用を推進し、
全国の地方公共団体や
民間事業者への波及を
図る



観光庁



Safety tips 熱中症情報構成 （全体図）

第1層 第2層 第4層第3層 第5層

従前

・自分の登録した地点の熱中症警戒情報しか分からない。
・「暑さ指数について（第2層）」の案内先（第3層）に、「熱中症」、「暑さ指数」、「警報が発表された時の対応」の3つの情報があり、分かりにくい。
・重要な要素である「熱中症の際の応急処置方法」が最下層（第5層）にあり、分かりづらい。

現行サイトの主な課題

2



熱中症とは

熱中症の際の応急処置

警報が発生された時の対応

環境省HPから全国情報
を確認可能とする

Safety tips 熱中症情報構成 （全体図）

第1層 第2層 第4層第3層

現状維持

修正後

暑さ指数等については、下記
ページから閲覧可能のため削除

・登録した地点のほか、環境省HPとリンクし、日本全国の熱中症警戒情報が確認できるようにする。（環境省と調整）
・重要な情報である「①警報が発表された時の対応」、「②熱中症の際の応急措置」、 「③熱中症」の3つについて、サイト構成を変更し、アクセス容易化。
・熱中症の危険性がより伝わるように、説明文などの記載内容を見直し。
・重要な情報については、文字サイズを拡大・強調等により視認性を向上。

主な改修点（案）

3

（～令和3年6月改修）



For iPhone For Android

※ iPhone and App Store are trademarks of Apple Inc. in the US and other countries.
※ Android and Android Market are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
※ Users are responsible for any telecom charges associated with the use of this application.

“Safety” for your pleasant trip

Safety  tips

Search in App Store or Google Play ↓

Please Download Here!!

or

 Users will receive Heat illness Warnings,
Earthquake Early Warning and Tsunami   
Warning notification when they affect the 
registered locations.

 The App provides various functions useful for 
both foreign tourists and residents in Japan.

 Language
Japanese・English・Korean・Chinese（Simplified 
Chinese/Traditional Chinese）・Vietnamese・Spanish・
Portuguese・Thai・Indonesian・Tagalog・Nepali・Khmer・
Burmese・Mongolian

 Terminals : iPhone (iOS 9.0 or later) 
Android (Android 5.0 or later)

 Charge：Free



気象庁



令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日 

気 象 庁 

 

 

令和３年度の熱中症対策関連の取組について 

 

 

○ 気象庁では熱中症対策に資するため、期間（4 月第 4 水曜日～10 月第 4 水曜

日）を定めて、下記のような関連する気象情報の提供（熱中症対策関連情報の

例は別紙参照）を行っている。今年度も同様に、以下のとおり情報の提供を行

う。 

 

 2週間気温予報・高温に関する早期天候情報 

主に 2 週間先を対象に、5 日間平均した最高気温・最低気温を毎日提供する

「2 週間気温予報」、及び毎週 2 回（月・木曜日）、6 日～14 日後を対象とし

て、2週間気温予報で平年より「かなり高い」気温が予想された場合に発表する

「高温に関する早期天候情報」において、一定の高温が予想される場合、熱中症

への注意を呼びかけ。 

 

 週間天気予報・高温に関する気象情報 

向こう 1 週間で最高気温が概ね 35℃（※）以上になることが予想される場合

に、週間天気予報において熱中症に対する注意を呼びかけるとともに、「高温に

関する気象情報」を発表。 

 

 熱中症警戒アラート 

熱中症発生との相関が高い「暑さ指数」に基づき、熱中症の危険性が極めて高

い暑熱環境になると予測される日の前日 17時頃及び当日５時頃に、環境省と気

象庁が共同で発表。 

 

 天気予報・ホームページ 

 熱中症警戒アラート発表時は「天気概況」で熱中症への注意喚起を行う。ま

た、予想最高気温による一般的な熱中症への注意喚起は、ホームページの「気象

台からのコメント」において、適宜、呼びかける。 

 

 その他の情報（上記情報等とともに気象庁ホームページ熱中症ポータルサイ

トに掲載） 

  ＜予測情報＞ 

 最高・最低気温分布予想図 

 気温分布予報（3時間ごとの5kmメッシュ内の平均気温を1℃単位で予報） 

＜観測情報等＞ 

 アメダスの気温の観測データ 



 推計気象分布（最新の気温等の分布を、約 1km 四方で１時間ごとに提供） 

 ヒートアイランド現象（毎年７月頃更新。都市化による気温への影響等） 

 全国の日最高・最低気温の分布 

 全国観測値ランキング 

 観測史上 1位の値更新状況 

 

気象庁ホームページ熱中症ポータルサイト： 

[https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html] 

 

※ 一部の地域では基準が異なる。 



気象庁が発表する熱中症対策に関連する情報

2週間気温予報 高温に関する早期天候情報

〇気象庁が発表する情報の例

気象庁の情報気温等の予想

２週間前～
5日間平均気温が
その時期として
顕著に高くなると

予想

１週間前～

向こう一週間で
最高気温が概ね
35度以上と

なることを予想

前日夕方
翌日の日最高

暑さ指数※が33以上
と予想

「天気概況」「気象台からのコメント」において、
適宜、熱中症に対する注意を呼びかけ。

高温に関する
早期天候情報

高温に関する
気象情報

時間を追って段階的に発表する
熱中症対策向けの気象情報

熱中症警戒
アラート当日朝

当日の日最高
暑さ指数※が33以上

と予想

※暑さ指数：気温・湿度・日射量などから算出する指数

ホームページでの情報提供

（日）https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html

（英）https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/kouon/heat_illness.html

熱中症から身を守るために
（日英２言語で情報提供）

東京2020ポータルサイト
（日英２言語で情報提供）

（日）https://www.data.jma.go.jp/tokyo2020/#lang=jpn

（英）https://www.data.jma.go.jp/tokyo2020/#lang=eng

推計気象分布 気温の分布予想

全国の気温等の分布を約1km四方で算出・表示

最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の
推移を表示

情報発表日の６日後から14日後までを対象として、5日
間平均気温がかなり高くなると予想される場合に発表

翌日の24時までの気温、日中の最高気温、朝の
最低気温の予想分布を約1km四方で算出・表示

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html


環境省



熱中症に関する取組について 

環境省 

 

１．熱中症予防情報の提供について 

環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/）において、暑さ指数

(WBGT)の予測値及び実況値について、４月 28 日（水）から 10 月 27 日（水）までの間、

ウェブサイトでの情報提供、電子情報提供サービス、メール配信サービス等を実施する。 

 

（１） 令和３年度当該サイトでの主な提供情報 

① 熱中症警戒アラートの発表状況と発表履歴の公表 

② 熱中症警戒アラートの個人向けメール配信サービス（無料）の提供 

③ 熱中症警戒アラートの LINEによる配信 

④ 全国 840 地点の暑さ指数(WBGT)の予測値及び実況値 

○予測値：当日、翌日、翌々日（深夜０時まで）の３時間毎（３時､６時､９時･･･）

の予測値 

○実況値：現在の暑さ指数(WBGT)の実況推定値（実測地点においては実測値） 

  ＊暑さ指数(WBGT)の実測地点：札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、広島、 

高知、福岡、鹿児島、那覇（全国 11地点） 

⑤ 暑さ指数(WBGT)の個人向けメール配信サービス（無料）の提供 

⑥ 暑さ指数(WBGT)と熱中症救急搬送人員数の関係について(週報) 

⑦ CSV形式による暑さ指数(WBGT)数値データの提供 

⑧ 「まちなかの暑さ対策ガイドライン 改訂版（平成 30年３月環境省）」など暑

熱対策技術の紹介 

⑨ 「熱中症環境保健マニュアル 2018（平成 30年３月環境省）」、「夏季のイベン

トにおける熱中症対策ガイドライン」など熱中症対策に関する普及啓発資料 

⑩ 熱中症に関する関係省庁の取組  

 

（２）環境省熱中症予防情報サイトの利用状況等 

１）環境省熱中症予防情報サイトのアクセス件数 

令和２年度のアクセス件数は約 4,800万件。 

期間 件数 

平成 27年５月 13日～10月 16日 12,701,487件 

平成 28年４月 25日～10月 14日 11,540,347件 

平成 29年４月 20日～９月 29日 12,515,265件 

平成 30年４月 20日～10月８日 30,478,165件 

平成 31年４月 19日～10月 14日 29,010,914件 

令和２年４月 17日～10月 30日 47,587,648件 

２）個人向けメール配信サービスの利用状況について 

令和 3年 7月 2日 熱中症対策推進会議 



令和２年度の個人向けメール配信サービスの利用者数は約 29,000件。 

（３）その他 

平成 30年度から暑さ指数(WBGT)の実測地点を追加（高知、那覇）。 

平成 31 年度から色のバリアフリーに配慮し、暑さ指数（WBGT）の文字色と背景色の

組み合わせやコントラストを改善。 

令和２年度から一部コンテンツは英語だけでなく中国語（繁体字・簡体字）、韓国語

にも対応。 

 

２．熱中症対策に係る普及啓発資料の作成 

（１） 熱中症対策に係る普及啓発資料の作成 

① 熱中症環境保健マニュアル 

平成 17 年度よりマニュアルを作成。最新の情報及び知見を踏まえ、「熱中症環境

保健マニュアル 2018」を平成 30年 3月に策定。令和３年度に改訂予定。 

② 夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 

平成 27 年度に夏季にイベントを開催する主催者等のための熱中症対策ガ

イドラインを暫定的に作成、その後の改訂を経て、「夏季のイベントにおける

熱中症対策ガイドライン 2020」を令和２年３月に策定。 

③  学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 

  学校において熱中症対策ガイドラインの作成時に活用いただけるように、文部科学

省と策定し、令和３年５月に公表。 

 

④ リーフレット、携帯型カード等 ※()内は連携府省庁 

平成 21 年度より、一般の方々の利便性等を考慮して、熱中症の予防方法 

や対処方法などの要点についてまとめたリーフレット等を作成。 

・高齢者向けリーフレット「高齢者のための熱中症対策」 

・一般向けリーフレット「熱中症～ご存じですか？予防・対処法～」 

・携帯型カード「熱中症予防カード」 

・英語版リーフレット「Summer in Japan is hot and humid!/日本の熱中症」  

・多言語（英・中・韓）資料「Heat Illness Measures Guideline Cards」 

・熱中症警戒アラート発表時のリーフレット・ポスター「熱中症警戒アラート発表

時の熱中症予防行動」（気象庁） 

・夏本番前のエアコンの早期点検の呼びかけのポスター「熱中症対策にエアコンの

試運転を！」（経済産業省） 

・災害時の熱中症予防のリーフレット「災害時の熱中症予防～避難生活・片付け作

業時の注意点～」（内閣府防災担当、消防庁、厚生労働省） 

・新しい生活様式」での熱中症予防のリーフレット「熱中症予防×コロナ感染防止

で「新しい生活様式」を健康に！」（厚生労働省） 等 

 

⑤ 熱中症について学べる動画 



平成 27 年度に作成した熱中症に関して学べる動画を、引き続きインター

ネット等で公開。 

 

（２） その他 

① ウェブサイトでの情報提供 

環境省の熱中症予防情報サイト上で各資料の PDF 版を公開、スマートフォン等か

らも内容の閲覧が可能。 

② 印刷用データの提供 

リーフレット等を自治体側で印刷・配布が行えるよう、希望があった自治体に対

し印刷用データを提供。 

 

３．熱中症対策シンポジウム 

令和 3 年 6 月 23 日（水）、自治体の担当職員や一般の方を対象にしたシンポジウムを

オンライン開催した。参加者数は 600 名以上。 

本シンポジウムでは、熱中症の基礎的な知識を始め、今年度から全国で運用を開始した

「熱中症警戒アラート」や暑さ指数（WBGT）の活用方法、高齢者や教育現場での熱中

症対策等、実際の熱中症対策に役立つ情報を提供し、地域における熱中症対策を推進し

た。 

 

４．イベント等の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度は中止。 

 

５．東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組 

（１）「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン」について、令和元年夏のオリ

パラ・テストイベント会場内（ビーチバレー、ゴルフ等）等において実施した暑熱

観測の結果を踏まえた内容や、障害者の方への対応に関する内容を盛り込み令和２

年３月に改訂・公表している。 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php 

（２）主要競技会場周辺等の 17 地区程度を対象に気温、湿度等の実測調査を行い、熱中

症予防情報で情報提供するとともに、各競技会場内での暑さ指数（WBGT）の計測

及びデータ収集を行い、会場内への熱中症の注意喚起を行う。 

 

 

６．地域における効果的な熱中症予防対策の推進 

① 熱中症予防対策ガイダンスの策定について 

地方公共団体や民間事業者では創意工夫に富んだ様々な取組が進められている。こ

のような取組の水平展開を後押しすべく、取組内容の効果や内容の検討過程での課

題を明らかにするため、令和元年度～令和２年度にわたり、本事業で 16 の実証事業

を採択した。地域の優れた取組について事業に係る費用や検証結果を示すとともに、

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php


実証事業を含めた地域における熱中症予防対策の優れた取組事例を取りまとめ、令

和３年４月、「熱中症予防対策ガイダンス」を策定し、公表した。 

 

② 地方公共団体における効果的な熱中症予防対策の推進に係るモデル事業 

各地方自治体において、ガイダンスを参照・活用しながら、それぞれの地域特性を踏

まえた上で、多様な関係主体によるアプローチの取組や、地方自治体の後押しを含め

包括的・体系的に熱中症対策を実施する取組を支援する。 

本事業において、令和３年度は全国より８つの地方自治体をモデル自治体として選定

し、熱中症対策に関する課題及び必要な対策を実施することを支援する。令和４年度

は、当該モデル事業で得られた知見を全国の地方自治体向けに「地域における熱中症

対策ガイドライン（仮称）」として整理し、全国での地域における熱中症対策を一層

推進する。 

 

７．近年の熱中症予防行動についての他省庁と連携した取組 

  ※（ ）内は環境省と連携している関係府省庁 

   

○「熱中症警戒アラート」運用:（気象庁） 

令和２年７月～関東甲信１都８県で試行、令和３年４月～全国展開 

 普及啓発リーフレット・ポスター「熱中症警戒アラート発表時の熱中症予防行動」

作成・周知（令和３年３月） 

 

    

 

 

 

 

 

 



○夏本番前のエアコンの早期点検の呼びかけ:（経済産業省） 

普及啓発ポスター「熱中症対策にエアコンの試運転を！」作成・周知（令和３年４

月） 

    

 

○学校における熱中症対策：（文部科学省） 

 「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成・周知:（令和３年５ 

月） 

文部科学省より全国へ事務連絡発出（令和３年６月） 

         

 

 

○「コロナワクチン集団接種会場」における熱中症対策：（厚生労働省） 

 事務連絡を通じて自治体に対する周知（令和３年６月） 

 

 

 



○災害時の熱中症対策:（内閣府防災担当、消防庁、厚生労働省、気象庁） 

普及啓発リーフレット「災害時の熱中症予防～避難生活・片付け作業時の注意点～」

作成・周知（令和３年３月） 

自治体へ事務連絡発出（令和３年６月） 

 

 

○「新しい生活様式」での熱中症予防：（厚生労働省） 

 普及啓発リーフレット熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康

に！」作成・周知（令和２年６月作成、令和３年６月改訂） 

 事務連絡を通じて自治体に周知依頼（令和２年６月、令和３年６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 



○高齢者向けの熱中症対策：（厚生労働省） 

 普及啓発リーフレット「高齢者のための熱中症対策」作成・周知（令和３年７月） 

 

 



環境省・気象庁



 

令和３年７月２日 

環境省・気象庁 

 

「熱中症警戒アラート」の全国での運用開始について 

 

１．背景・目的 

近年、熱中症搬送者数が著しい増加傾向にあることから、どのように情報を発信し、

国民の効果的な予防行動に繋げるかが課題となっている。このため、環境省と気象庁

は、有識者による検討会を開催し、令和２年夏に、暑さ指数（WBGT）に基づき、熱中症

の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、新たに暑さへの「気づき」を呼び

かけ国民の熱中症予防行動を効果的に促す「熱中症警戒アラート（試行）」を関東甲信

地方で先行的に実施した。 

令和２年度に実施された「熱中症警戒アラート（試行）」の検証結果等を踏まえて、令

和３年４月 28日から全国で運用を開始したところ。  

 

２．「熱中症警戒アラート」の概要 

（１） 発表対象地域 

・ 全国を 58に分けた府県予報区等を単位として発表 

（北海道、鹿児島県、沖縄県を細分化） 

（２） 発表基準 

・ 発表対象地域内の暑さ指数（WBGT）算出地点のいずれかで日最高暑さ指数を 33以

上と予測した場合に発表 

（３） 発表タイミング 

・ 前日の 17時頃及び当日の５時頃に最新の予測値を元に発表 

（４）情報提供期間 

・ 毎年４月第４水曜日 17時から 10月第４水曜日５時発表分まで。 

令和３年は、４月 28日（水）17時から 10月 27日（水）５時発表分まで 

（５）情報提供サイト 

・ 熱中症警戒アラートは環境省及び気象庁ホームページで、該当都道府県内の予測

地点毎の暑さ指数（WBGT）は環境省熱中症予防情報サイトで情報提供 

 

３．「熱中症警戒アラート」の活用に関する評価・検討 

熱中症警戒アラートなど熱中症予防対策に係る情報発信及び活用について評価・検討

するため、「令和３年度熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」を

両省庁共同で開催。 

・ 第１回 ６月 28日（月）10:00-12:00 ウェブ開催 

・ 第２回は、12月頃を予定 

 

令和３年７月２日 熱中症対策推進会議 



 

 

４．添付資料 

 別紙１ 熱中症予防のための新たな情報発信「熱中症警戒アラート」について 



0

 熱中症による死亡者数・救急搬送人
員は増加傾向にあり、気候変動等の
影響を考慮すると熱中症対策は極め
て重要

熱中症予防のための新たな情報発信「熱中症警戒アラート」について

環境省・気象庁

環境省 気象庁×

熱中症警戒アラート

令和３年４月28日より全国で本格実施

 高温注意情報を、熱中症の発生との相
関が高い暑さ指数（WBGT）を用い
た新たな情報に置き換える

１. 背景 ２.発表方法

暑さ指数（WBGT）とは、

人間の熱ﾊﾞﾗﾝｽに影響の大きい

気温 湿度 輻射熱

の3つを取り入れた暑さの厳しさを示す指標です。

 府県予報区内のどこかの地点で暑さ
指数（WBGT）が33以上になると予
測した場合に発表

＜地域単位＞

 気象庁の府県予報区等単位で発表

 該当府県予報区内の観測地点毎の

予測される暑さ指数（WBGT）

も情報提供

＜タイミング＞

 前日の17時頃及び当日の朝５時頃に
最新の予測値を元に発表

 報道機関の夜及び朝のニュースの際に
報道いただくことを想定

 「気づき」を促すものであるため、一
度発表したアラートはその後の予報で
基準を下回っても取り下げない

３. 発表の基準 ４. 発表の地域単位・タイミング

注1）日本生気象学会指針より引用
注2）日本スポーツ協会指針より引用

 令和３年度の全国展開以降、定期的に「熱中症警戒アラート」の発表状況等を踏
まえた検証を実施し、効果の算出に努める。

 継続的に検証を重ね、今後の熱中症対策の課題改善に繋げる。

７. 令和３年度以降の検証について

 熱中症の危険性が極めて高くなると予測される日の前日または当日に発表される
ため、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底することが重要。

不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。

高齢者、子ども、障害者等に対して周囲の方々から声かけをする。

身の回りの暑さ指数（WBGT）を確認し、行動の目安にする。

エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止／延期をする。

のどが渇く前にこまめに水分補給するなど普段以上の熱中症予防を実践する。

６. 発表時の熱中症予防行動例

R３.４.28

環境省・気象庁が新たに提供する、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情
報。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表し、国
民の熱中症予防行動を効果的に促す。

（例）

※各地域の暑さ指数は環境省の
熱中症予防情報サイト参照

別紙１

５. 情報の伝達方法（イメージ）


